
特殊詐欺対策サービス工事費補助金交付手続説明書

③補助金交付申請書の作成

〇補助金交付申請書、領収証(写)を生活安全企画課または最

寄りの警察署へ提出してください。

申 請 者

警 察 本 部
補助金交付

申請書

②特殊詐欺対策サービス開設・請求書受領

領収証

補助金の支払手続

○申請者の指定口座に補助金が振り込まれます。

補助金の

交付

○補助金が指定口座に振り込まれます。

年
度
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
必
要

○申請書類の審査を実施します。

〇補助金額決定後に補助金交付決定通知書を送付します。

NTT東日本から工事費用の明細が記載されている請

求書がご自宅に届けられます。（工事完了から数日

後）２週間以内にお支払いいただき、領収証を保管

してください。

補助金交付申請書

領収証(写)

○年度末近くに申請しても補助金が受けられな

くなる場合があります。遅くとも令和６年２月

末までには工事が完了し、事業所からの請求書

を受領して補助金交付申請書等が提出できるよ

うお願いします。

○「補助金交付申請書」を長野県警察本部生活

安全企画課又は管轄警察署の生活安全担当課に

提出してください（郵送可）。署生活安全担当

課に提出された申請書類は、署生活安全担当課

が生活安全企画課に取次ぎします。

○事業の内容等についてのご相談は、

生活安全企画課

☎026-233-0110（内線3052～3054）

申請書類の審査

(写)

＋

ＡＩ

ＮＴＴ東日本

①特殊詐欺対策サービスの申請

回線工事完了→工事費請求書送付

特殊詐欺対策サービスの申請書をＮＴＴ東日本へ送付

特殊詐欺対策サービス開設工事開始

開設

補助金交付

申請書

④補助金交付申請書の送付

工事が完了してサービスが開始されたら、

「補助金交付申請書」を作成して下さい。

⑤補助金交付の完了


